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平
成
29
年
度
の
近
畿
病
院
団
体
連

合
会
第
２
回
委
員
会
が
、
２
月
23
日

（
金
）ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ア
京
都
に

て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
近
畿
各
府
県

病
院
協
会
か
ら
約
70
名
が
参
集
。
京

都
府
病
院
協
会
か
ら
は
、
香
川
会
長

以
下
役
員
11
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

協
議
事
項
で
は
、
医
療
界
に
と
っ
て

重
大
な
関
心
事
項
で
あ
る
「
医
師
の

働
き
方
改
革
」
を
テ
ー
マ
に
活
発
な

意
見
交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

委
員
会
終
了
後
に
は
、
特
別
講
演
と

し
て
、
鈴
木
康
裕
厚
労
省
医
務
技
官

よ
り
「
平
成
30
年
医
療
・
介
護
同
時

改
定tow

ard &
 beyond

変
わ
る
の
は

今
だ
っ
！
」
と
題
し
て
講
演
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

現
在
、
医
師
の
働
き
方
改
革
と
し

て
長
時
間
労
働
の
是
正
が
大
き
な
課

題
と
な
っ
て
お
り
、
厚
生
労
働
省
「
医

師
の
働
き
方
改
革
に
関
す
る
検
討
会
」

で
も
議
論
が
進
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、

労
働
基
準
監
督
署
の
立
入
調
査
で
は
、

医
師
の
労
働
時
間
の
管
理
や
宿
日
直

の
対
応
等
、
医
療
現
場
に
お
け
る
長

時
間
労
働
是
正
の
動
き
が
活
発
化
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
協
議
で

は
各
病
院
協
会
に
お
け
る
「
医
師
の

働
き
方
改
革
」
へ
の
対
応
に
つ
い
て

議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。
冒
頭
、

京
都
私
立
病
院
協
会
、
京
都
府
病
院

協
会
よ
り
独
自
ア
ン
ケ
ー
ト
の
集
計

結
果
を
報
告
し
た
う
え
で
、
医
師
の

健
康
を
守
る
た
め
の
取
り
組
み
を
進

め
て
い
く
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、

国
民
の
生
命
・
健
康
を
守
る
医
業
の

特
殊
性
を
無
視
し
た
極
端
な
時
間
外

規
制
や
医
師
不
足
が
解
消
さ
れ
な
い

ま
ま
の
規
制
導
入
は
地
域
医
療
を
崩

壊
さ
せ
る
危
険
性
が
あ
る
と
指
摘
し

ま
し
た
（
な
お
、
府
病
協
の
ア
ン
ケ
ー

ト
集
計
結
果
に
つ
い
て
は
、
同
封
の

資
料
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
）。

　

本
会
か
ら
は
香
川
会
長
、
辰
巳
副

会
長
が
発
言
。
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
か
ら
も
、
拙
速
な
改
革
は
医
療

現
場
に
大
き
な
影
響
を
与
え
か
ね
な

い
と
の
意
見
が
多
数
を
占
め
た
こ
と

を
報
告
し
ま
し
た
。
特
に
、
医
師
の

労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
勤
務
医
の

健
康
を
守
る
と
い
う
点
で
は
改
革
は

必
要
と
し
な
が
ら
も
、
医
師
不
足
、

地
域
偏
在
・
診
療
科
偏
在
と
い
う
大

命
題
が
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
改
革
に

向
け
た
議
論
は
ス
タ
ー
ト
し
な
い
と

の
認
識
で
一
致
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
と
問
題
提
起
し
ま
し
た
。

ま
た
、
新
専
門
医
制
度
と
も
大
き
く

関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
診
療
科
、
地

域
に
よ
っ
て
は
、
現
状
の
医
療
体
制

が
維
持
で
き
な
い
と
の
危
機
感
を
示

し
ま
し
た
。

　

各
病
院
協
会
か
ら
は
、
時
間
外
労

働
の
規
制
あ
り
き
で
議
論
が
進
ん
で

い
る
現
状
を
問
題
視
す
る
一
方
で
、

医
療
界
と
し
て
も
規
制
導
入
ま
で
に

医
療
崩
壊
を
防
ぐ
手
立
て
を
考
え
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
の
意
見
が
出
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
特
に
話
題
と
な
っ

た
の
は
「
宿
日
直
へ
の
対
応
」
で
、

労
基
署
の
立
入
調
査
で
は
「
宿
日
直

を
時
間
外
労
働
と
し
て
取
り
扱
う
」

よ
う
指
摘
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ

り
、
人
的
不
足
や
コ
ス
ト
の
面
で
対

応
に
苦
慮
し
て
い
る
現
状
が
浮
き
彫

り
と
な
り
ま
し
た
。
一
方
で
所
轄
の

労
基
署
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
事
項

に
バ
ラ
ツ
キ
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
調

査
の
あ
り
方
も
問
題
視
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
厚
労
省
：
検
討
会
で
は
「
医

師
は
労
働
者
で
あ
る
」
と
の
共
通
認

識
の
も
と
議
論
が
進
ん
で
い
る
こ
と

に
違
和
感
を
唱
え
「
医
師
こ
そ
ま
さ

に
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度

の
対
象
者
で
は
な
い
か
」
と
の
意
見

も
出
さ
れ
ま
し
た
。

近
畿
病
院
団
体
連
合
会 

第
２
回
委
員
会

近
畿
病
院
団
体
連
合
会 

第
２
回
委
員
会

医
師
の
働
き
方
改
革
に
つ
い
て
議
論

医
師
の
働
き
方
改
革
に
つ
い
て
議
論

府
病
協
か
ら
は

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を

　
　
　

も
と
に
問
題
提
起
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は
地
域
医
療
の
崩
壊
に
繋
が
る
重
要

問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
厚
生
労
働

大
臣
に
対
し
、
医
師
の
時
間
外
労
働

規
制
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
が
な
さ

れ
る
よ
う
要
望
す
る
こ
と
が
提
案
さ

れ
ま
し
た
。
当
日
、
示
さ
れ
た
要
望

書
案
に
つ
い
て
協
議
が
な
さ
れ
、
一

部
修
正
の
う
え
、
満
場
一
意
で
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

（
要
望
書
は
左
記
の
と
お
り
）

　
特
別
講
演
で
登
壇
し
た
鈴
木
康
裕
氏

は
講
演
の
中
で「
医
師
の
働
き
方
改
革
」

に
も
触
れ
、
法
律
上
、
医
師
は
一
般
労

働
者
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
と
の
認
識
を

示
す
一
方
で
、
応
召
義
務
や
労
働
時
間

と
自
己
研
鑽
と
の
線
引
き
は
難
し
く
、

「
極
め
て
グ
レ
ー
」
だ
と
述
べ
、
今
後
、

整
理
し
て
い
く
必
要
性
を
強
調
し
ま
し

た
。
そ
の
う
え
で
、
各
病
院
に
お
い
て

は
、
36
協
定
の
締
結
状
況
を
確
認
す
る

と
と
も
に
、
医
師
の
出
退
勤
管
理
を
適

正
に
行
う
よ
う
要
請
し
ま
し
た
。

　
当
日
の
協
議
で
は
、
拙
速
な
規
制

る
病
院
で
す
。
今
後
の
病
院
運
営
に
非

常
に
参
考
と
な
る
良
い
機
会
だ
と
思
わ

れ
ま
す
。

　
研
修
日
程
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

会
員
病
院
の
先
生
方
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
是
非
、
ご
参
加
を
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

　
毎
年
恒
例
の「
病
院
長
研
修
」で
す

が
、今
年
度
は
福
島
県
郡
山
市
に
あ
る
、

星
総
合
病
院
を
見
学
し
ま
す
。
福
島
県

郡
山
市
の
中
核
病
院
と
し
て
、
急
性
期

医
療
か
ら
慢
性
期
医
療
に
至
る
ま
で
、

よ
り
地
域
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
保
健
・
医

療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
サ
ー
ビ

ス
の
質
の
向
上
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ

　京都府病院協会では、平成30年度の定時総会を以下のとおり
開催いたします。会員病院の先生方におかれましては、ご参加
いただきますようお願い申し上げます。

平成30年度「定時総会」のご案内
平
成
30
年
11
月
9
日（
金
）〜
10
日（
土
）

平
成
30
年
度
は
星
総
合
病
院
を
見
学

病
院
長
研
修
の
ご
案
内

病
院
長
研
修
の
ご
案
内

見
学
日
時

と　き　平成30年6月5日（火）　午後5時
ところ　ホテル日航プリンセス京都
議　案

ま
ず
は「
労
働
時
間
の
管
理
」と

「
36
協
定
の
確
認
」を

近
病
連
と
し
て

　
　
　「
要
望
書
」を
提
出

※開催日が近づきましたら、会員病院の先生方には別途ご案内を
　させていただきます。また、総会終了後、懇親会を開催いたし
　ますので、あわせてご参加下さいますようお願いいたします。

＜報告＞　 1 ．平成30年度事業計画について
　　　　　 2 ．平成30年度予算について
＜議事＞　第 1号議案：平成29年度事業報告に関する件
　　　　　第 2号議案：平成29年度決算に関する件
　　　　　第 3号議案：平成29年度通常会費に関する件

近病連発第 9号
平成30年 3 月20日

近畿病院団体連合会
委員長　清水　鴻一郎

厚生労働大臣
　加藤 勝信 様

近畿病院団体連合会
　　一般社団法人　大 阪 府 病 院 協 会　会長　福原　　毅
　　一般社団法人　大阪府私立病院協会　会長　生野　弘道
　　一般社団法人　兵 庫 県 病 院 協 会　会長　守殿　貞夫
　　一般社団法人　兵庫県民間病院協会　会長　石川　　誠
　　公益社団法人　和歌山県病院協会　会長　上野　雄二
　　一般社団法人　奈 良 県 病 院 協 会　会長　今川　敦史
　　一般社団法人　滋 賀 県 病 院 協 会　会長　片岡　慶正
　　公益社団法人　滋賀県私立病院協会　会長　間嶋　　孝
　　一般社団法人　京 都 府 病 院 協 会　会長　香川　惠造
　　一般社団法人　京都私立病院協会　会長　清水　鴻一郎

医師の働き方改革に係る要望

　医師の長時間労働は、医師の健康への悪影響はもとより、医療の質の低下や医療事故に
繋がる懸念があり、医師が健康を維持し、良質で安全な医療を提供していくために是正に
向けて取り組まねばならない問題であると認識している。
　しかし、医師には応召義務があるなど、人の生命に直結する医業の特殊性があり、時間外
という理由で診療や手術を中断したり断ることはできない。医師の時間外労働が規制された
場合、特に救急患者や周産期医療の受け入れ体制や時間外診療、深夜の診療等、医療提供
体制を維持するには医師を増員する必要が生じるが、地域間・診療科間の偏在により増員は
容易なことではない。増員が困難となり、診療を縮小せざるを得ない状況になれば、地域
医療の崩壊に繋がりかねない。診療のみならず、患者本人や家族への説明、院内の各種委員会
への出席、学会や研修等への参加等、医療の質・安全を担保するために必要な取組や研鑽への
影響も免れない。
　医師の長時間労働による疲弊や医療の質の低下を防ぐための取組を進めていくことに異論は
ないが、時間外労働規制については、人々の命と健康を守るという医業の特殊性に特段の
配慮がなされるとともに、医師の地域間・診療科間の偏在及び医師不足解消のための有効な
対策が施されることを要望する。
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各
地
の
優
れ
た
病
院
を
訪
問
し
、

そ
の
先
端
技
術
や
施
設
を
見
学
、
病

院
運
営
な
ど
に
つ
い
て
意
見
交
換
を

す
る
機
会
と
し
て
例
年
開
催
し
て
い

る
「
病
院
長
研
修
」
を
、
今
年
度
も

平
成
29
年
11
月
17
日（
金
）〜
18
日（
土
）

に
か
け
て
実
施
し
ま
し
た
。
今
回
は

石
川
県
七
尾
市
に
あ
る
恵
寿
総
合
病

院
を
見
学
、
香
川
会
長
以
下
16
名
の

先
生
方
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
回
見
学
し
た
恵
寿
総
合
病
院
は
、

病
床
数
４
２
６
床
、
24
の
診
療
科
を

有
し
、
急
性
期
か
ら
回
復
期
ま
で
幅

広
い
医
療
を
地
域
住
民
に
提
供
す
る

地
域
の
中
核
病
院
で
す
。
能
登
半
島

に
お
け
る
先
端
医
療
か
ら
福
祉
ま
で

を
担
っ
て
き
た
「
け
い
じ
ゅ
ヘ
ル
ス

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」で
は
、
恵
寿
総
合
病

院
を
中
心
に
「
医
療
」「
介
護
」「
障
害
」

「
健
康
」の
機
能
ご
と
に
応
需
体
制
を

整
え
、
急
性
期
か
ら
介
護
・
福
祉
ま

で
途
切
れ
る
こ
と
な
く
、
地
域
住
民

の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
サ
ー
ビ
ス
を
総
合
的

に
提
供
さ
れ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

特
筆
す
べ
き
は
、
日
本
サ
ー
ビ
ス

大
賞
（
総
務
大
臣
賞
）
を
受
賞
さ
れ
た

「〝
恵
寿
式
〞地
域
包
括
ヘ
ル
ス
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス
」で
し
た
。
先
端
医
療
か
ら

福
祉
ま
で
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
を
患
者

さ
ん
に
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
提
供
す
る

シ
ス
テ
ム
は
特
徴
的
で
①
患
者
サ
ー

ビ
ス
の
司
令
塔
「
け
い
じ
ゅ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
」
②
グ
ル
ー
プ
全
体

（
１
，４
５
４
床
）の
食
事
を
賄
う
「
け

い
じ
ゅ
デ
リ
カ
サ
プ
ラ
イ
セ
ン
タ
ー
」

とN
ew
 C
ook-C

hill

方
式
の
導
入
等

が
そ
の
代
表
例
で
す
。〝
サ
ー
ビ
ス
の

入
口
は
１
つ
、
受
け
ら
れ
る
サ
ー
ビ

ス
は
無
限
大
〞
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー

ズ
に
、
地
域
医
療
を
支
え
る
そ
の
仕

組
み
は
参
加
者
に
と
っ
て
も
大
変
参

考
と
な
る
シ
ス
テ
ム
で
し
た
。

　

ま
た
、
２
０
１
７
年
度
に
は
恵
寿

総
合
病
院
の
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
外
来

（
①
診
察
室
内
備
品
の
統
一
②
い
つ
で
も

ど
こ
で
も
使
え
る
電
子
カ
ル
テ
③
完

全
な
フ
リ
ー
ア
ド
レ
ス
診
察
室
）」が

グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
賞
も
受
賞
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
他
、
全
国
に
先
駆
け
て
導
入

さ
れ
た
診
療
材
料
や
薬
剤
な
ど
の
「
Ｓ

Ｐ
Ｄ
シ
ス
テ
ム
」か
ら
、
現
在
で
は
共

同
購
入
組
織（
Ｇ
Ｐ
Ｏ
）へ
と
発
展
さ

れ
、
ま
た
院
内
の
渡
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京都病院学会
多数のご参加をお待ちしております

第53回

池坊短期大学（京都市下京区四条室町鶏鉾町）会　　場

「病院の認知症対応と京都地域包括ケアへの取り組み」要望演題

「人生の最期により添う」継続演題

「認知症に伴う精神症状への対応（仮題）」
澤田 親男 氏（北山病院院長・認知症サポート医）

基調講演

「認知症への介入：IADLと生活習慣に着目して（仮題）」
木下 彩栄 氏（京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻 教授）

特別講演

開催日時 2018（平成30）年6月10日（日）午前9時～午後5時

参　加　費 〈演者・京都府病院協会および京都私立病院協会の会員施設に勤務する医療従事者〉
3,000円（※）

〈一般参加者・学生〉
1,000円/人 ※参加費が変更になる可能性がございます。その場合は事前にご案内いたします。
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「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」を取りまとめ「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」を取りまとめ
　今般、厚生労働省 「医師の働き方改革に関する検討会」 が取りまとめた 「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」 が
公表されましたので、お知らせいたします。
　今回公表された 「取組」 では、検討会の議論において明らかとなった医師の長時間労働の実態を踏まえ、医師の時間外
労働規制の施行を待たずとも、勤務医を雇用する個々の医療機関が自らの状況を踏まえ、できることから自主的な取組を
進める必要があるとされたことから、個々の医療機関で取り組んでいただきたい項目をまとめたものです。

厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会」

　労働時間短縮に向けた取組を行う上では実態を把握することが重要であることから、まずは医師の在院時間について、客観的な
把握を行う。ICカード、タイムカード等が導入されていない場合でも、出退勤時間の記録を上司が確認する等、在院時間を的確に
把握する。

1. 医師の労働時間管理の適正化に向けた取組

　36協定の定めなく、また、36協定に定める時間数を超えて時間外労働をさせていないかを確認する。また、医師を含む
自機関の医療従事者とともに、36協定で定める時間外労働時間数について自己点検を行い、業務の必要性を踏まえ、長時間
労働とならないよう、必要に応じて見直しを行う。自己点検に当たっては、診療科ごとの実態の違いを考慮した複数の定めと
する対応も検討する。あわせて、就業規則等の労働関係法令上作成が求められる書類についても各医療機関で内容を確認した
上で、自己点検後の36協定等を適用対象である医師に対してきちんと周知する。

2. 36協定等の自己点検

　医師が出産・育児、介護等のライフ・イベントで臨床に従事することやキャリア形成の継続性が阻害されないよう、各医療
機関において、短時間勤務等多様で柔軟な働き方を推進するなどきめ細やかな対策を進める。

5. 女性医師等に対する支援

　1～5については、勤務医を雇用するすべての医療機関において取り組むことを基本とするが、これ以外に、各医療機関の
置かれた状況に応じた医師の労働時間短縮に向けた取組として、

○勤務時間外に緊急でない患者の病状説明等の対応を行わないこと
○当直明けの勤務負担の緩和（連続勤務時間数を考慮した退勤時刻の設定）
○勤務間インターバルや完全休日の設定
○複数主治医制の導入

など各医療機関・診療科の特性を踏まえた取組を積極的に検討し、導入するよう努める。

6. 医療機関の状況に応じた医師の労働時間短縮に向けた取組

　労働安全衛生法に定める衛生委員会や産業医等、既存の産業保健の仕組みが設置されていても十分に活用されていない実態を
踏まえ、活用を図ることとし、長時間勤務となっている医師、診療科等ごとに対応方策について個別に議論する。その上で、
労働時間短縮の具体的な対策として4・6に掲げる事項等について検討する。

3. 既存の産業保健の仕組みの活用

　各医療機関においては、医師の業務負担軽減のため、他職種へのタスク・シフティング（業務の移管）を推進する。
○初療時の予診　　　　　　　　　　○静脈ラインの確保
○検査手順の説明や入院の説明　　　○尿道カテーテルの留置（患者の性別を問わない）
○薬の説明や服薬の指導　　　　　　○診断書等の代行入力
○静脈採血　　　　　　　　　　　　○患者の移動
○静脈注射
等については、平成19年通知（※）等の趣旨を踏まえ、医療安全に留意しつつ、原則医師以外の職種により分担して実施する
ことで、医師の負担を軽減する。さらに、各医療機関において労働時間が長い医師について、その業務の内容を再検討し、
上記3の仕組みも活用しつつ、関係職種で可能な限り業務分担が図れるよう検討を行う。
　また、特定行為研修を修了した看護師を有効に活用し、タスク・シフティングを進めている医療機関があるという実態を
踏まえ、特定行為研修の受講を推進するとともに、生産性の向上と患者のニーズに対応するため、特定行為研修を修了した
看護師が適切に役割を発揮できるよう業務分担等を具体的に検討することが望ましい。
　特に大学病院においては、今回緊急に実施した調査結果において他の病院団体よりもタスク・シフティングが進んでいなかった
現状を踏まえ、上記取組を一層推進する。
（※）「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」（平成19年12月28日医政発第1228001号厚生労働省医政局長通知）

4. タスク・シフティング（業務の移管）の推進
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